
１ 地⽅教育⾏政 組織及 運営 関  法律（地教⾏法） 【資料２】
　

　

　　
　　　「今回の改正は、スポーツ…⾏政について、地域の実情や住⺠のニーズに応じて、 地域       観点
  他の地域振興等の関連⾏政とあわせて地⽅公共団体 ⻑    ⼀元的 所掌することができること
とする趣旨から⾏うものであること。」（H19.7.31／19⽂科初第535号通知【資料３】）

２       関  事務  他市    所管状況 【資料４】

　　⇒中核市レベルでは，3分の2以上の⾃治体で「スポーツに関する事務」の移管を⾏っている。
　　　（H30年度からは，新たに⻘森市・和歌⼭市・松江市で事務の移管を実施）
　　⇒県内でも⼈⼝規模が中程度以上の⾃治体では，約半数の⾃治体で「スポーツに関する事務」の移管を⾏っている。
　　　（H30年度からは，市原市が「スポーツに関する事務」を市⻑部局に移管）

スポーツに関する事務の市⻑部局への移管について　①
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第21条　教育委員会は、当該地⽅公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執⾏
　する。
　　(13)　スポーツに関すること。

第22条 地⽅公共団体  （略）条例 定         当該地⽅公共団体 ⻑  次 各号 掲  教育
  関  事務     ⼜ 全  管理  及 執⾏              
  (1)      関    （学校    体育 関     除  ） 
                                                  ⇒下線は，平成19年の地教⾏法改正により追加

区 分 市⻑部局で所管 教育委員会で所管
中 核 市（53市） 36市（68%） 17市（32％）
千葉県内の各市（36市） 8市（22％） 28市（78％）

　 7市（47％） 8市（53％）  ，⼈⼝10万⼈以上 市（15市）



３ 柏市        ⾏政

４     ⾏政（      事業 含 ） 所管 ⼀元化 向  
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スポーツに関する事務の市⻑部局への移管について　②

【柏市第五次総合計画】
豊富なスポーツ資源を活⽤し，
⼈や地域がつながる活気あるまち
を⽬指す

【第2期柏市スポーツ推進計画】
⽣涯スポーツ社会の実現
＝スポーツ実施率の向上(65%)
　を⽬標

●「する」・「みる」・「ささえる」
   スポーツの充実
　〜ライフステージに応じた多様
    な関わり⽅の提供
●気軽に利⽤できる「場所」と
 　きっかけとなる 「情報」提供の
 　充実

    課(教育委員会)

【課題】「プロ」(＝市⻑部局)と「アマ」(＝教育委
　員会)ですみわけを⾏っている
○「アマチュア(学⽣)のトップアスリート(⽇本代表選⼿)」
　のように，すみわけが難しいケースも存在する
○教育委員会のイベントにホームタウンチームを招聘する
　場合には，市⻑部局を介して調整が必要

【課題】スポーツに関する事務事業を「市⻑部局」と
　「教育委員会」の両⽅で実施する体制になっている
○ホームタウン関係の事業をスポーツ施設で⾏う場合には，
　 市⻑部局・教育委員会の間で調整が必要
○スポーツイベントの情報発信や後援・共催も市⻑部局・
　 教育委員会の双⽅で対応

教育委員会 所管          関  事務  市⻑部局 移管 ，⼀元化

ホームタウン事業
　プロスポーツの
　⽀援や活⽤

秘書課
 (市⻑部局)

柏市⺠の
スポーツ
実施率
(H26)

40.1％



５     ⾏政 市⻑部局 移管 ⼀元化       想定   効果 影響

６     ⾏政 市⻑部局 移管  場合 ⼿続  資料２ 
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スポーツに関する事務の市⻑部局への移管について　③

【メリット】
○「プロ」・「アマ」に関わらず，⽀援・ＰＲを⾏うことが
　できる　⇒スポーツ資源の効果的な活⽤
○スポーツイベントの実施・市⺠向けの啓発・情報発信
　を⼀元化できる　⇒市⺠にとってわかりやすい体制に
○「ホームタウンチーム」や「トップアスリート」との交流機会
　の拡⼤が図れる　⇒市⺠スポーツの活性化

【デメリット】
●「スポーツ課」が市⻑部局に移管することで，
　教育委員会や市内⼩中学校との連携が希薄になる
　可能性も（庁舎も別に）

⇒移管後も市⻑部局（社会体育）と教育委員会
　（学校教育）との協⼒・連携体制の構築に努める

教育委員会

①意⾒聴取

【市⻑】特例条例案の⽴案
　　　　　　　　　　(10〜11⽉)移管

に向けた
協議

・

検討
(〜9⽉)

②回答
【議会】12⽉定例会

③議案提出(11⽉)

教育委員会

④意⾒聴取 ⑤回答

特例条例
制定→公布(12⽉)

【平成31年4⽉〜】
　　市⻑部局に移管

⑥可決

☆スポーツをプラットフォームとして
　⇒⼈や組織とのつながりを⽣み出していくことで，
　　 地域活動の推進・地域課題の解決に
　⇒市⺠の健康づくりなど他分野の施策にも展開
☆スポーツ資源を活⽤して
　⇒市のブランドイメージ向上・市への愛着の促進

           (H31)
東京              (H32)

⇒「スポーツ振興」と「スポーツを活かしたまちづくり」を進める
⼤きなチャンス


